
皿 特定医療法人、 特別医療法人・ 出資額限度法人をど う 捉えているか 

  

「 特定医療法人 

D) 特定医療法人移行の 意思の有無 ( 表 15) 
法 人 数 構成割合 (%) 

区 分   全体   全体 

移行の意思があ る 1.l 2 1.1 22 26@ 5.6@ 3.4@ 5.9@ 23.9@ 14.0 

移行の意思はあ るが・ Ⅰ Ⅰ l 4 9 29 43@ 5.6@ 6.8@ 52.9@ 31.5@ 23.1 

困難であ る 

移行の意思はない 3 O 3 20 26@ 16.7@ 0 17.6@ 21.7@ 14.0 

何ともいえない 3 0 3 20 26@ 16.7@ 0 17.6@ 21.7@ 14.0 

すでに特定医療法人 10 50 0 O 60@ 55.6@ 84.7@ 0 0  32.3 

になっている 

無 口 竺 Ⅱ 0 3 1.1 1 5 O 5.1  5.9  1.1  2.7 

ム白 吉士 18 59 17 92  186  100  100  100  100  100 

2) 「移行の意思があ る」理由 ( 複数回答 ) ( 表 16) 

法 人 数 構成割合 (%) 

区 分   全体   全 

体 

医療法人の非営利性 2 1 ⅠⅠ 8 12 10 1.6  4.2  6.5  5.3 
を 向上させたい 

医療法人の永続性を Ⅰ ll 人 2 4 29 36 5 3.3  16.7  23.6  15.8 
図りたい 

相続税負担を 0 0 3 17 20 0 O 12.5  13.8  8.8 
軽減させたい 

法人税の軽減税率を 1.1 Ⅰ 4 Ⅰ 6 22 5 1.6  Ⅰ 6.7  13.0  9.6 
適用したい 

その他 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 

無 回答 16 57 12 53@ 138@ 80@ 93.4@ 50@ 43.1@ 60.5   
ム   計 。 - 20 6 Ⅰ 24@ 123@ 228@ 100@ 100@ 100@ 100@ 100 
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3) 「移行の意思はあ るが、 困難」 な 理由 ( 枝数回答 ) ( 表 17) 
法 人 数 構成割合 (%) 

                  

区 分   全体   全 

体 

持分の放棄が 0 0 5 21 26 O 0@ 20.8@ 18.4@ 12.1 
困難であ る 

社会保険診療 80% 超 Ⅰ Ⅰ Ⅰ l 2 3 7 5.6  1.7  8.3  2.6  3.3 
の 要件を満たせない 

差額ベッド規制を 0 O 2 6 8 0 0 8.3  5.3  3.7 
クリアできない 

年収の上限規制を 0 0 0 10 10 0 0 O 8.8  4.7 
クリアできない 

特別利益の供与禁止 0 0 2 4 6 0 0 8.3  3.5  2.8 
を クリアできない 

報告制度の 0 2 3 Ⅰ 0 15 0 3.4  12.5  8.8  7.0 
負担が大きい 

その他 17 ⅠⅠ 2 4 24@ 94.4@ 1.7@ 8.3@ 3.5@ 11.2     
無口答 0 55 8 56 119 0@ 93.2@ 33.3@ 49.1@   55.3 

ム Ⅰ 計 Ⅰ 8 59 24@ 114@ 215@ 100@ 100@ 100@ 100@ 100 

4) 「移行の志思はない」理由 ( 複数回答 ) ( 表 18) 

  法 人 数 構成割合 (%) 

区 分   全体   全 

体 

持分を放棄したくない 0 O 2 8 Ⅰ 0 0 0 9.5  7.5  4.9 

現在の出資 役 俺の 0 O 3 14 17 0 0 14.3  13.2  8.3 
経営桁を確保したい 
社会保険診療報酬以覚 0 0 O 2 2 0 0 0 1.9  1.0 
の 収入を増加させたい 

差額ベッド割合を 0 O 0 ⅠⅠ Ⅰ・Ⅰ 0 O 0 0.9  0.5 
増やしたい 

伎 れた医師を高給で 0 0 Ⅰ 7 8 0 0 4.8  6.6  3.9 
招く必要があ る 

報告制度の さ務 負担 2 0 Ⅰ・ l 3 6 11.1@ 0 4.8  2.8  2.9 
を 避けたい 

その他 2 0 0 6 8 Ⅰ 1.1  0 0 5.7  3.9 

無口答 14 59 14@ 65@ 152@ 77.8@ 100@ 66.7@ 61.3@ 74.5 
ム 
Ⅰ 計 I@ 18@ I@ 59@ I@ 21@ I@ 106@ |@ 204@ |@ 100@ |@ 100@ |@ 100@ |@ 100@ |@ 100@ | 
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2  特別医療法人 

1) 特別医療法人移行の 意思の有無 ( 表 19) 
法   数 構成割合 (%) 

        

区 分   全体   全 

体 

すでに特別医療法人 1 6 O 0 7 5.6  10 ， 2  0 O 3.6 
になっている 

無 回答 1.1 3 1 Ⅰ 6 5.6  5.1  5.9  1.0  3.1 
ム 
由 計 18 59 Ⅰ 7 99  193  100  Ⅰ 00  100  Ⅰ 00  Ⅰ 00 

2) 「移行の意思があ る」理由 ( 枝数回答 ) ( 表 20) 

区 分 

法 人 数 構成割合 (%)   体 

医療法人の非営利性 Ⅰ Ⅰ l 4 Ⅰ・Ⅰ 8 14@ 5.6@ 6.2@ 4.8@ 7.3@ 6.5 
を 向上させたい 

医療法人の永続性を O 5 3 19 27 0 7.7  14.3  17.3  12.6 
図りたい 

相続税負担を 0 0 3 10 13 0 0 14.3  9.1  6.1 
軽減させたい 

収益業務を行 い たい 0 Ⅰ 0 0 7 17 0 15.4@ 0 6.4  7.9 

その他 0 2 0 0 2 0 3.1 0 0 O.9 

無 回答 17 44 Ⅰ 4 66@ 141@ 94.4@ 67.7@ 66.7@ 60@ 65.9 
ム 
  計 - 18 65 21@ 110@ 214@ 100@ 100@ 100@ 100@ 100 
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3) 「移行の意思はあ るが、 困難」 な 理由 ( 枝数回答 ) ( 表 21) 
法 人 数 拍成 割合 (%) 

区 分   体 

持分の放棄が 0 0 6 10 16 0 0  31.6  10  8.2 

困難であ る 

社会保険診療 0 1 0 2 3 0 Ⅰ・ 7 0 2 1.5 

8 0% 超の要件を 
満たせない 

医療施設の要件を 0 0 2 5 7 0 0 10.5@ 5 3.6 
満たせない 

年収の上限規制を ク 0 0 0 7 7 0 O 0 7 3.6 
リアできない 

特別利益の供与禁止 0 0 1 4 5 0 0 5.3 4 2.6 

を クリアできない 
その他 0 O 1.1 4 5 O 0 5.3 4 2,6 

無 回答 18 58 9 68@ 153@ 100@ 98.3@ 47.4@ 68@ 78.1 
ム 
Ⅰ 計 18 59 19  100  196  100  100  100  Ⅰ 00  100 

4) 「移行の森思はない」理由 ( 枝数回答 ) ( 表 22) 

法 人 数 構成割合 (%) 

区 分   全体   全 

体 

持分を放棄したくな 0 0 2 7 9 O 0 9.5  6.7  4.4 
し Ⅰ 

現在の出資 役 二の経 0 0 3 Ⅰ 3 Ⅰ 6 0 0 14.3  12.4  7.8 

営 権 を確保したい 
社会保険診療報酬 0 0 井上 Ⅰ・ ユ 2 0 0 4.8  1.0  Ⅰ． 0 

以外の収入を 
増加させたい 

優れた医師を 高給で 0 1.1 Ⅰ ll 上 5 7 O 1.6  4.8  4.8  3.4 
招く必要があ る 

法人税の軽減税率のよ 2 10 2 工 3 27@ 11.1@ 16.4@ 9.5@ 12.4@ 13.2 
うなメリットがない 

その他 3 10 ⅠⅠ 6 20@ 16.7@ 16.4@ 4.8@ 5.7@ 9.8 

無 回答 13 40 Ⅰ 1 60@ 124@ 72.2@ 65.6@ 52.4@ 57.1@ 60.5 
ム 
由 計 18 61 21@ 105@ 205@ 100@ 100@ 100@ 100@ 100 
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3  出資額限度法人 

「 ) 出資額限度法人移行の 意思の有無 ( 表 23) 
法 人 数 構成割合 (%) 

区 分   全体   全 

体 

移行の意思があ る 0 0 ⅠⅠ 33 34 0 O 5.9  37.5  18.7 

移行の意思はあ るが、 0 0 0 17 17 0 0 0  19.3  9.3 
困難であ る 

移行のな思はない 4 13 0 12@ 29@ 22.2@ 22.0@ 0@ 13.6@ 15.9 

何ともいえない 2 0 0 23@ 25@ 11.1@ 0 0  26.1  13.7 

医療法人財団、 特定・ 11  40 0 0 51@ 61.1@ 67.8@ 0 0  28.0 
特別 E 療法人であ る         
すでに出資額限度 0 0 16 0 16 0 0@ 94.1@ 0 8.8 
法人になっている 

無回答 1.1 6 0 3 10@ 5.6@ 10.2@ 0 3.4  5.5 
ム 
ノユ 計 18 59 17 88 182 100 100 100 100 100 

2) 「移行の意思があ る」理由 ( 複数回答 ) ( 表 24) 
法 人 数 構成割合 (%) 

                  

区 分   全体   全 

体 

医療法人の非営利性 0 O ヰ ll Ⅰ 11 12 0 0 5.6  9.8  5.8 
を 向上させたい 

医療法人の永続性を 0 0 2 34 36 0 0 11.1@ 30.4@ 17.4 
図りたい 

相続税負担を O 0 0 16 16 0 O 0  14.3  7.7 
軽減させたい 

その他 0 0 0 ⅠⅠ 1 0 0 0 0.9  0.5 

無 回答 18@ 59@ 15@ 50@ 142@ 100@ 100@ 83.3@ 44.6@ 68.6 

ム Ⅰ 計 Ⅰ 8  59  18  112  207  100  100  Ⅰ 00  100  Ⅰ 00 
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3) 「移行の意思はあ るが、 困難」 な 理由 ( 枝数日 筈 ) ( 表 25) 

法 人 数 構成割合 (%) 
              

区 分   全体   全 

体 

出資払込 額を 0 0 O 8 8 0 0 0 7.0  3.8 
超える持分の 

放棄が困難であ る   
同族出資比率要件を 0 O 0 O 0 0 ⅠⅠ・ 3  6.2 

満たせない 

同族 社且 比率要件を O 0 0 11 11 0 0 0 9.6  5.3 
満たせない 

同族 役且 比率要件を 0 0 0 9 9 0 0 0 7.8  4.3 
満たせない 

特別の利益供与禁止 0 0 0 4 4 0 0 0 3.5  1.9 
を クリアできない 

その他 0 0 0 1.l Ⅰ・ A 0 0 0 0.9  0.5 

無口笛 18 59 17 69@ 163@ 100@ 100@ 100@ 60@ 78.0 
ム 
ノ ア 甘干 18 59 17@ 115@ 209@ 100@ 100@ 100@ 100@ 100 

4) 「移行の意思はない」理由 ( 枝数日 笹 ) ( 表 26)   

法 人 数 構成割合 (%) 

区 分   全体   全 

体 

持分を維持 0 O 0 3 3 O 0 0 3.3  1.6 
し 続けたい 

現在の出資役員の 経 Ⅰ ユ O 0 9 10  5.6 0 0 9.9  5.4 
官権 を確保したい 

その他 3 12 0 5 20  Ⅰ 6.7  20.3  0 5.5  10.8   

無口笛 14 47 Ⅰ 7 74@ 152@ 77.8@ 79.7@ 100@ 81.3@ 82.2 

本 Ⅰ 計 18 59 17 91  Ⅰ 85  100  Ⅰ 00    Ⅰ 00  100  100 
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Ⅳ 医療法人の業務範囲はいかにあ るべきか 

l 現在実施している 附帯業務 ( 全体 ) ( 表 27) 
種 類 法人数 種 類 法人数 

医療関係者の 養成または再教 33  ホームヘルパー 養成所体な 業 20 
育 
医学または歯学に 関する研究 8 難病患者等居宅生活支援事業 ( ホーム 16 
所の設置 ヘルプ、 短期入所事業 ) 
疾病予防のために 温泉を利用 4 乳幼児健康支援一時預かり 事業 7 

させる施設の 設置 
薬局 8 介護予防・地域支え 合い事業のうち 高 75 

齢者 等の生活支援手業 ( 訪問 理 美容 サ 
一 ピス事業を除く ) 、 介護予防・生き 

が い 活動支援さ 業 、 在宅介護支援事業 
施術 所 0 児童居宅介護等 5 案、 児童子イサービ 2 

ス 卒業、 児 黄 短期入所事業 

衛生検査所 2 老人居宅介護符事業，老人 チ イサービ 73 
ス 事業、 老人短期入所卒業、 痴呆対応 
型 老人共同生活援助事業、 老人 チイサ 
一ヒ スセンター・ 老人短期入所施設・ 
老人介護支援センター 経営事業 

訪問看護ステーション 97  身体障害者居宅介護尊主業、 身体障害 14 
者子 イサービス事業、 身体障言者短期 
入所卒業 

介護福祉士養成施設 2 知的障害者居宅介護等事業、 知的障害 4 

者 短期入所ま 業 、 知的障害者地域生活 
援助を業、 知的陣吉者の 更生相談に応 
する事業 

ケアハウス 7 精神陣吉 者 社会復席施設経営事業、 粕 20 
神 障害者居宅生活支援卒業 

  なし 2 無 回答 39 

( 注 ) 複数回答 

2  特別 E 療法人の実施している 収益業務 

Ⅰ回 答 ] 有 7(3.8%) 
無 175(96.2%) 

[ 収益業務の種類 ] 

0  配食サービス (1 件 ) 
0  グループホーム、 居宅支援事業所 (1 件 ) 
0  駐車場 (2 件 ) 
0  院外輪 理 センターを立ち 上げたばかり (1 件 ) 
0  温泉利用健康増進事業 (1 件 ) 
0  医療・福祉器具の 販売及 び レンタル (1 件 ) 
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3
 「以覚に認めるべき 附帯業務にはどのようなものがあ るか 

( 表 28) l0 院内レストラン 
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  l0 耳門学校   

支
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鋤
 

一
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1
 

複
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業
 
ス
 

業
 

ス
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ビ
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一
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サ
 

0 人材育成事業 
0 健康教育 
0 医療相談、 医学 憶報 提供 
0 奨学資金貸与 

0 給食サービス 
0 健康増進施設 
0 フィットネスクラブ 

0 旅行 ( 医師、 看護 師 添乗 ) 
0 配食サ ーピス 

0 高齢者配食サービス 

0 理 美容業 
0 温泉浴場 
0 食事の宅配 業 
0 訪問介護ステーション 

その他 0 0 人材派遣 パワーリハビリテーシ ( 民療 、 福祉 ) 

(4) ョン 

コンサルタント 
なし (3 

無 回答 91) 
注 ) 枝数回答。 種類栢の力 ツコ 内の数字は 
法人数。 

4
 附帯業務のあ り方に関するま 見 
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■
 
]
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有
無
 

塞
 

]
 ロ
 

回
 

[
 

( 広見 ) 

0 附帯業務は医療・ 福祉分野に限るべき 
(10 件 ) 

0 規制緩和または 自由化すべき (4 件 ) 

0 患者や家族への 快適な医療提供に 資す 
る業務 (2 件 ) 
0 保健・医療・ 福祉に関係するすべての 
業務 (2 件 ) 
0 健康増進事業及びそのための 人材育成 
事業 (2 件 ) 

0 法人全体の利用者の 利便 瀬 栄を向上さ 
せる業務 (1 件 ) 
0 経営ノウハウの 生かせる業務 (1 件 ) 
0 シナジー効果のあ る業務 (1 件 ) 
0 現状では遊休資産の 利用方法がゼロ。 
せめて駐車場経営くらいほ 辞めるべき (1 
件 ) 
0 施設 内 完結型のサ ー ピス業務 (1 件 ) 

0 あ まり好ましくない (1 件 ) 
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